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極めて遅れている、コロナ感染症の 

労働災害補償・公務災害補償を徹底させよう！ 
 

●仕事先や通勤途中でコロナ感染症に被災したのなら、それは当然、労働災害補償・公務災

害補償されるべきです。通勤災害補償もされるべきです。本来なら数千件の補償のはずです。 

●しかし、労災補償・公務災害補償の認定件数は、極めて少ない状況です。また請求件数も

少ない状態です。これは労働者側の責任でもあります。 

●さらには、コロナ災害による自殺者も増加する可能性があります。事態が長引いているだ

けに、激しい過重労働や雇用と健康の不安が強まり、「新しい働き方」への不安などから自

殺を強いられる労働者も少なくないと思われます。この実態も踏まえて、再発防止に向けて

労災・公務災害補償をすべきです。 
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コロナ感染症被災の労災補償・公務災害補償が 

極めて遅れています 

●コロナ感染症被災の労災補償・公務災害補償が極めて遅れています。日本の感染者が

７万人近くにもなっているのに、下記の通り、補償は非常に少ない実態です。また請求

自体も非常に少ないですが、本来は１万件はあって当然です。 

日本のコロナ感染累計患者数   ６万５７６５人 （８月２７日現在）              

労働災害 請求件数  ９８３  支給決定 ４２４  （８月２５日現在）      

公務災害 請求件数   ７０  支給決定  ４６  （８月２1 日現在）  

業務と通勤に起因するコロナの感染は労災と通勤災害の補償を 

 

●業務に起因する感染症は、労働災害であり公務災害です。労災・公務災害の場合、通常企業内補

償もありますから賃金の 80％＋20％＝100％補償となり、治療費の補償、原則的に解雇制限もあり労

働者にとっては有利です。その感染症の認定は、本来一般の病気よりスムーズなはずです。 

●厚生労働省も地方公務員災害補償基金も４月〜５月の通知で、このことを明らかにしています。 

・調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認め

られる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。 

・患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウ

イルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付

の対象となること。 

・具体的な取扱い等を懇切丁寧に説明するとともに、労災保険給付の対象となるか否かの判断は、請求書が

提出された後に行うものであることを併せて説明すること。 

 

●エッセンシャルワーカーの感染や集団感染の場合には、早期に決定し補償すべきです。それだけ

でなくバイトの学生も、夜の街のホステスもホストも、業務で感染したのなら労災です。在宅勤務

で子どもから感染した場合にも労災です。また感染者が多い公共交通の通勤で感染したのなら通勤

災害です。 

●しかし、今回のコロナ感染症の補償件数が少ないままの現状があります。このままでは「感染は

本人の責任」「自業自得」にされかねません。再発防止に向けても、まずは、躊躇〔ちゅうちょ〕しな

いで労災〔公務災害〕請求をすべきです。そのためには、請求が困難な被災者の個人対応にしない
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で、厚生労働省などの通知も活用して労働者側の取組みが必要です。また自治体の場合には自治体

議員からの要請も必要です。 

●労災・公務災害の請求などの手続きについては、事業者側には助力すべき義務があり、法的にも

明記されています。（労働者災害補償保険法施行規則第 23条。公務災害では地方公務員災害補償法

施行規則第 49 条）したがってここでも事業者側の責任と義務を求めるべきです。 

 

●事前の取組みとして、丁寧な健康診断を。エッセンシャルワーカーには、繰り返しＰＣＲ検査を

すべきです。また危険手当である特殊勤務手当の対象職場を広げて、環境衛生や人手の確保と共に、

万が一被災した場合にはスムーズな請求と認定決定を条件づけましょう。ここでも事業者側の予算

がかかって当然なのです。 

 

●また、コロナ災害の影響で、ストレスが強い危ない状態であっても長時間の過重労働や雇用不安

が強まっています。心身の健康不調からの免疫力の低下、様々な病気や労働災害も発症しやすくな

っています。さらには自殺に追い込まれる場合すらあります。 

コロナ災害の事態に対しての調査・点検などから、労働者側としての改善と予防の対応も忘れて

はならないことです。いかなる事態あっても「自粛」はありえません。むしろ感染症の不安がある

なら徹底して、労働安全衛生の確立を求めていきましょう。 

 

労働災害補償と公務災害補償の最新情報の検索方法 

 

・「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」 厚生労働省 

    コロナ 労災請求件数   ☜検索 

 

 ・「新型コロナウイルス感染症に関する認定請求件数、認定件数について」  

地方公務員災害補償基金 

    コロナ 認定請求件数 地方公務員   ☜検索 

 

  その最新の件数は８〜９ページのように検索できます 
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資料                             基補発0428第１号 

令和２年４月28日 

都道府県労働局労働基準部長殿 

厚生労働省労働基準局補償課長 

 

新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて 

 

新型コロナウイルス感染症（以下「本感染症」という。）に係る労災補償業務における留意点につい

ては、令和２年２月３日付け基補発0203第１号で通知しているところであるが、今般、本感染症の労災

補償について、下記のとおり取り扱うこととしたので、本感染症に係る労災保険給付の請求や相談があ

った場合には、これを踏まえて適切に対応されたい。 

                    記 

１ 労災補償の考え方について 

本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施行規則別表（以下「別

表」という。）第１の２第６号１又は５に該当するものについて、労災保険給付の対象となるものであ

るが、その判断に際しては、本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させる

リスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。 

このため、当分の間、別表第１の２第６号５の運用については、調査により感染経路が特定されなく

とも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当する

ものとして、労災保険給付の対象とすること。 

 

２ 具体的な取扱いについて 

（１）国内の場合 

ア 医療従事者等 

患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロ

ナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保

険給付の対象となること。 

イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの 

感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となること。 

ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの 

調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のよう

な労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、

業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。 

この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専

門家の意見も踏まえて判断すること。 

（ア）複数（請求人を含む）の感染者が確認された労働環境下での業務 

（イ）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務 
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（２）国外の場合 

ア 海外出張労働者海外出張労働者については、出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、

明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化し

たものか否かを、個々の事案に即して判断すること。 

イ 海外派遣特別加入者 

海外派遣特別加入者については、国内労働者に準じて判断すること。 

 

３労災保険給付に係る相談等の取扱いについて 

（１）本件に係る相談等があった場合には、上記１の考え方に基づき、上記２の具体的な取扱い等を懇

切丁寧に説明するとともに、労災保険給付の対象となるか否かの判断は、請求書が提出された後に行う

ものであることを併せて説明すること。 

なお、請求書の提出があった場合には、迅速・適正な処理を行うこと。 

（２）本件に係る労災保険給付の請求又は相談があった場合には、引き続き、速やかに補 504 により当

課業務係に報告するとともに、当該請求に対して支給・不支給の決定を行う際には、当分の間、事前に

当課職業病認定対策室職業病認定業務第一係に協議すること。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

  資料                           地基補第 １４５ 号  

令和２年 ５月 １日 

地方公務員災害補償基金  

各支部事務長 殿                    地方公務員災害補償基金補償課長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

新型コロナウイルス感染症の公務災害認定における取扱いについて  

 

新型コロナウイルス感染症（以下「本感染症」という。）による地方公共団体職員の健康管理・安全

管理については、総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室長より令和２年３月26日付けで通知されて

いるところですが、今般、労働者災害補償保険制度（以下「労災補償」という。）において、別添のと

おり令和２年４月28日付け基補発0428第１号により、本感染症に係る取扱いが示されました。  

つきましては、当基金においても、労災補償との均衡を失しないよう、下記のとおり取り扱うことと

しましたので、これを踏まえて適切に対応していただくようお願いいたします。また、「新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）における公務災害及び通勤災害の認定について」（令和２年３月26日付け事

務連絡）のとおり、本感染症に係る認定請求があった場合は、引き続き、当職まで速やかにご連絡いた

だくとともに、下記３の（２）のとおり、公務上・外の認定を行う際には、当分の間、当職までご連絡

いただきますようよろしくお願いします。  

記  
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１ 公務災害の認定について  

本感染症については、従来からの公務起因性の考え方に基づき、地方公務員災害補償法施行規則別表

（以下「別表」という。）第１第６号の１又は５に該当するものについては、公務上の災害として認定

することとなるが、本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクが

あるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。  

このため、当分の間、別表第１第６号の５の運用については、調査により感染経路が特定されなくと

も、公務により感染した蓋然性が高く、公務に起因したものと認められる場合には、これに該当するも

のとして、公務上の災害として取り扱うこと。 

 

 ２ 具体的な取扱いについて  

（１）国内の場合  

ア 医療従事者等  

患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事

する医師、看護師、介護従事者、救急隊員等が新型コロナウイルスに感染した場合には、公務外で感

染したことが明らかである場合を除き、原則として公務上の災害となること。  

イ 医療従事者等以外の職員であって感染経路が特定されたもの  

感染源が公務に内在していたことが明らかに認められる場合には、公務上の災害となること。  

ウ 医療従事者等以外の職員であって上記イ以外のもの  

調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次の

ような環境下での公務に従事していた職員が感染したときには、公務により感染した蓋然性が高く、

公務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。 この際、新型

コロナウイルスの潜伏期間内の公務従事状況、一般生活状況 等を調査した上で、医学専門家の意見も

踏まえて判断すること。  

（ア）複数（請求者を含む）の感染者が確認された環境下での公務  

（イ）住民等との近接や接触の機会が多い環境下での公務  

（２）国外の場合  

海外出張職員については、出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リス

クを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々

の事案に即して判断すること。海外派遣職員については、国内の職員に準じて判断すること。  

 

３ 認定請求に係る相談等の取扱いについて  

（１）本件に係る相談等があった場合には、上記１の考え方に基づき、上記２の具体的な取扱い等を

懇切丁寧に説明するとともに、公務上の災害となるか否かの判断は、請求書が提出された後に行うも

のであることを併せて説明すること。  

なお、請求書の提出があった場合には、迅速・適正な処理を行うこと。  

（２）本件に係る請求があった場合には、令和２年３月26日付け事務連絡のとおり、速やかに当職に報

告するとともに、当該請求に対して公務上・外の認定を行う際には、当分の間、当職に連絡すること。 
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リーフご紹介のメッセージを、福島さん阿部さんから頂きました 

 

読みやすい ぜひ手に取って下さい 

コロナ禍のなかで、見えてきた今までの問題、現在そして未来への変革を的確にコンパク

トに熱意を持って書かれているリーフです。保健所、病床数、ＩＣＵ、公立病院などの減少

が詳しく説明されています。なぜ、病院や公立病院が疲弊してきたのかも実にわかりやすく

書かれています。 

コロナ禍で無権利にされ監視社会に道を開かれないようにと言う懸念も示されています。 

現在の問題点と何を変えなければならないか、説得力をもって熱く書かれている提言型のリ

ーフです。領価は200円で、読みやすいです。ぜひ、手にとって読んで下さい。 

社民党党首 参議院議員 福島みずほ 

 

指摘されているように コロナの政治利用です 

このリーフの中で、指摘されている「統計の中止」や「調査方法の変更」は、後々の世代

にこのコロナ禍の実像を、とりわけ国民の暮らしの姿を伝える義務を放棄しています。 

感染防止や保健所の多忙を理由として「国民生活基礎調査」が中止されたことはその象徴。

その上で言葉だけの「新たな日常」が語られることこそ、コロナの政治利用！ 

                        衆議院議員   あべ ともこ 
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私の提案と意見 

 

全国労働安全衛生学校学校長・同志社大学名誉教授  

千田 忠男 

 

２月上旬に新型コロナ感染症対策が国民的課題あるいは国家的課題とされた。それ以来各種の問題

発生と対策が進められてきた。それを経て、6月 21 日朝日新聞特別記事、6 月 22 日讀賣新聞社提言

によって、国民にとっての新型コロナウイルス感染症対策は新しい局面・段階に入った。 

1. 評価のための視点 

中間総括として評価する視点を次のように提案する。 

1)  新型コロナウイルス感染症の早期発見・早期隔離・早期治療が、効果的に進められたか。 

2)  医療崩壊を阻止するための施策が、確実に進められたか。 

3)  国民に「自粛」「三密」回避策について、国民の「自己責任」「相互監視」の方向を強めるので

はなく、休業補償や賃金補償、解雇規制等とあわせて、実効ある施策がすすめられたか。 

4)  「コロナ対策」に名を借りたアベノミクス補強・人気取りなどの看板政策や、さらにはオンラ

イン化や情報管理合理化を進めるのではなく、真に国民のいのち・健康と生活を守る政策がす

すめられたか。 

2. 経過に即して、から見た評価 

現在までに、新しい生活様式に転換することと、コロナ問題を契機に噴出した生活の貧困問題、

労働におけるテレワークと過密長時間労働の強制、解雇・雇用不安定化などの諸問題がいっそう明

確に浮かび上がってきた。 

また、アメリカ・中国・ヨーロッパ諸国・ロシアなどの「強国」におけるコロナ拡大、ブラジル・

インドなど急成長諸国のコロナ拡大、アフリカの生産力の低い諸国におけるコロナ拡大。それぞれ

の様相は違うが、いずれでも計り知れない悲惨な影響をもたらしている。 

そうした事態にさらされている日本では、この間、(1)クラスター対策と、(2)国民の生活水準低下・

生活行動規制という、二つの戦略を採ってきた。しかし、前者は力量不足がはっきりした。また後

者の戦略は長持ちしないことが明らかになった。 

 1 )新型コロナウイルス感染症対策を充実させるとともに医療崩壊を阻止する実効性ある施策が求

められる。 

２）また、生活水準を維持向上させながら生活様式を変えて、感染症対策に結びつけることが必要

である。 

３） 教育・保育・介護事業を展開させる為の施策が特に求められている。 

3. 今後の方向について 

『 Ｗｉｔｈ コロナ』時代となった—「ポストコロナ」ではなく。実効ある感染症対策を積み重

ねつつ、生活・労働様式を変更しながら生活・労働条件の水準を維持向上させ、経済活動を復興さ

せていく（アベノミクスの路線を変更して）。ここに活路がある。 



11 
 

 


